
 

 

 

 

 

 

暗号資産交換業者および資金移動業者への異名義送金について 

 

 

 昨今、特殊詐欺やＳＮＳ型ロマンス詐欺、不正送金事案等において、被害金が暗号資産交換

業者や資金移動業者の金融機関口座宛に送金される事例が多発しています。 

 

 当金庫では、お客さまの保護および詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者および資

金移動業者の金融機関口座宛に対し、口座名義人と異なる振込依頼人名に変更して送金され

るような異名義送金については、お振込みを制限させていただく場合がございます。 

 また、店頭でのお振込みの際は、お客さまが詐欺被害に遭われていないかを確認するため、

お振込み理由をお伺いさせていただくとともに、必要に応じて疎明資料等や本人確認資料の

提出を求めさせていただく場合がございます。 

  

 お客さまの大切な資産を守るため、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

《口座名義人と振込依頼人名が異なる振込の具体例》 

 

口座名義人 振込依頼人名 振込可否 

シマナミ タロウ シマナミ タロウ 振込可 

１２３４Ａ シマナミ タロウ 振込可 

シマナミ ハナコ 振込不可 

 

  ※口座名義の前後に英数字等を追加した場合は、制限の対象にはなりません。 

   

 

 

以 上 

 

 
 

 

 


